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今年度の活動内容
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平成30年度の活動内容
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平成３０年９月６日 第５回作業部会

・手順書（案）の見直し［①広域連携体制、②資機材調達、③優先順位］
・手順書（案）の考え方［④被害状況調査、⑤航路啓開］

平成３０年１０月

・港湾管理者及び災害協定団体へのｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ
［被害状況調査、航路啓開］

平成３０年１１月１２日 第６回作業部会

・見直し(案)の提示［広域連携、資機材調達、優先順位］
・手順書（素案）［④被害状況調査、⑤航路啓開］に基づく図上訓練の実施

平成３０年１月１０日 第７回作業部会

・第５・６回作業部会の結果を踏まえた手順書（案）の修正
［広域連携、資機材調達、優先順位、被害状況調査、航路啓開］

・伊勢湾BCP等の一部改訂（案）

平成３１年２月２１日 第３回協議会

・港湾BCPに関する講演
・伊勢湾BCP等の一部改訂、手順書（案）の策定、今後の活動内容

◆過年度までの経緯
平成２８年２月５日 伊勢湾BCP策定

・大規模災害時、伊勢湾の港湾機能継続のための広
域連携について、基本的な考え方と各関係機関の役
割等を定めた。

平成２９年３月９日 伊勢湾BCP改訂

・訓練等の結果を受けて、伊勢湾ＢＣＰの広域連携体
制の行動計画を位置づけた。

平成３０年３月１２日 伊勢湾BCP改訂

・伊勢湾ＢＣＰの実効性の向上を図るために訓練を実
施し、詳細な手順書（案）（連携体制の構築、資機材
の調達、優先順位の設定）を検討した。

◆平成30年度の活動内容



手順書（案）④及び⑤の考え方の確認
手順書（案）④及び⑤の考え方について意見交換を実施。

平成30年度の活動内容
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手順書（案）①、②及び③の見直し
手順書（案）①、②及び③の課題と対応方針について意見交換を

実施。

◆第５回作業部会の概要 （H30.9.6）

講 評

手順書（案）[①広域連携体制、②資機材調達、③優先順位]

平成30年度協議会の活動内容の確認
前年度の協議会の活動内容（手順書案の作成など）を振り返り、

今年度の活動内容について確認。

アドバイザー ： 小野教授、富田教授

第６回作業部会の進め方の確認
図上訓練の実施方法（手順書（案）を読み合わせ、連携が必要

な手順を中心に確認と改善を検討）について意見交換を実施。

手順書（案） [④被害状況調査、⑤航路啓開作業]の考え方



平成30年度の活動内容
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◆目的
・手順書（案）の作成の一環として事務局が作成
した手順書（素案）に基づき、関係者が図上訓
練を行うことで、手順書（案）の課題を整理すると
ともに、改善策の検討を行い、実効性を高めるこ
とを目的とする。

◆対象
・被害状況調査、航路啓開作業

◆訓練体制
・地域別の３つのグループに分かれて作業する。

◆プロセスマッピング
・各機関が行う活動と相互の連携関係を検討し、
不足する活動、必要な準備及び連携等、手順
書（案）を作成する上での課題と改善策の話し合
う。

◆参加者への意見照会

訓練の流れ

訓練の進め方の説明

⑤アドバイザーによる講評

テーマ１：被害状況調査
テーマ２：航路啓開作業

①状況付与の説明
（被災状況、伊勢湾BCP協議会活動状況等）

②手順の説明

③プロセスマッピングに基づく作業

④発表・意見交換

参加者への意見照会
・訓練を踏まえた手順書（素案）の改善点につ
いて訓練参加者に意見照会。

訓練を踏まえた手順書（素案）の改善点

◆第６回作業部会（図上訓練）の概要
（H30.11.12）



◆第６回作業部会（図上訓練）の概要 （H30.11.12）

平成30年度の活動内容
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◆図上訓練の様子



手順書（案）④及び⑤の検討
手順書（案）④及び⑤の課題と対応方針について意見交換を実施。

平成30年度の活動内容
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手順書（案）①、②及び③の見直し
手順書（案）①、②及び③の課題と対応方針について意見交換を

実施。

◆第７回作業部会の概要 （H31.1.10）

講 評

手順書（案）[①広域連携体制、②資機材調達、③優先順位]

第5回・第6回作業部会の振り返り
第５回作業部会及び第６回作業部会（図上訓練）を振り返り、

手順書（案）への意見と対応方針を確認。

アドバイザー ： 小野教授、富田教授

伊勢湾BCP・緊急確保航路等航路啓開計画の改訂
南海トラフ地震関連情報の発令時の対応や港湾施設供用の見通

しの公表など計画改訂について意見交換を実施。

手順書（案）[④被害状況調査、⑤航路啓開作業]
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手順書（案）の概要
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手順書（案）の策定経緯
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【平成29年度】

広域連携体制の行動計画のうち、３つの活動につい
て手順書（案）を作成した（既存手順書）

【平成30年度】
作業部会において以下の検討を行った。

緊急確保航路等航路啓開計画
（中部地方整備局）

緊急物資輸送ルートの拡充

各港港湾ＢＣＰ

浮遊物除去・深浅測量（事前）

③優先順位の設定

障害物の除去

深浅測量（事後）

航路啓開後の利用水深の決定・公表

湾内各港への最小限の海上輸送ルートの確保

⑤
航
路
啓
開
作
業

②資機材の調達

津波警報・注意報解除 背
後
の
道
路
啓
開
作
業
【
く
し
の
歯
作
戦
】

港
湾
施
設
の
応
急
処
置

港
湾
区
域
内
の
航
路
の
啓
開
作
業

3時間

24時間

48時間

3日

④被害状況調査

大規模地震発生・津波来襲

①広域連携体制の構築
広
域
連
携
体
制
の
行
動
計
画
（
初
動
）

4日
7日以降

①広域連携体制の構築

②資機材の調達

③優先順位の設定

手順書（案）①・②・③の修正
平成29年度に抽出した検討課題

を踏まえ平成29年度に作成した３つ
の手順書を修正した

手順書（案）の統合
手順書（案）①～⑤を１つにまとめ、

時系列に構成を見直した

手順書（案）④・⑤の作成
新たに「④被害状況調査」と「⑤航

路啓開作業」の手順書を作成した



手順書（案）の構成
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構
成
を
見
直
し

既存手順書と新規手順書を１つにまとめ、時系列に再構成した

緊急確保航路等航路啓開計画
（中部地方整備局）

緊急物資輸送ルートの拡充

各港港湾ＢＣＰ

Ｅ．航路啓開作業
・災害協定団体への支援要請
・航路啓開方針の設定
・災害協定団体への出動要請
・作業許可申請・届出
・航路啓開作業
・航路の暫定供用開始の決定・広報

Ｄ．優先順位の設定

湾内各港への最小限の海上輸送ルートの確保

Ｃ 緊急輸送用岸壁と作業船団の配置方針の設定

津波警報・注意報解除
背
後
の
道
路
啓
開
作
業
【
く
し
の
歯
作
戦
】

港
湾
施
設
の

応
急
処
置

港
湾
区
域
内
の

航
路
の
啓
開
作
業

3時間

24時間

48時間

3日

Ｂ 被害状況調査
・被害状況調査方針の設定
・災害協定団体への支援要請
・作業許可申請・届出
・被害状況調査
・被害状況のとりまとめ

大規模地震発生・津波来襲
Ａ 広域連携体制の構築
・初動
・伊勢湾BCPの発動
・広域連携体制の立ち上げ
・被害状況調査と航路啓開の作業体制の構築

広
域
連
携
体
制
の
行
動
計
画
（
初
動
）

7日以降

「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）の発表

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ



手順書（案）の構成
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手順書案は、以下の構成で作成

事前対策Ｘ

広域連携体制の構築Ａ

初動A1

伊勢湾BCPの発動A2

広域連携体制の立ち上げA3

被害状況調査と航路啓開の作業体制の構築A4

被害状況調査Ｂ

被害状況調査方針の設定B1

災害協定団体への支援要請B2

作業許可申請・届出B3

被害状況調査B4

被害状況のとりまとめB5

緊急輸送用岸壁と作業船団の配置方針の設定Ｃ（「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）
の発表に伴う事前対策の実施）

（伊勢湾BCP協議会各構成機関の災害対策本
部立ち上げ）

優先順位の設定Ｄ

航路啓開作業

災害協定団体への支援要請

航路啓開方針の設定

災害協定団体への出動要請

作業許可申請・届出

航路啓開作業

Ｅ

航路の暫定供用開始の決定・広報

E1

E2

E3

E4

E5

E6
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伊勢湾ＢＣＰ及び緊急確保航路等
航路啓開計画の改訂について

11



伊勢湾ＢＣＰの改訂案

改訂箇所 ページ 改訂内容

４-２ 伊勢湾の広域連携体
制の設置

15 ・気象庁より「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）
が発令された場合の対応（発災に備えた確認・準備、
伊勢湾BCP協議会への注意喚起等）を追記する。

・発動基準について、津波警報（予想津波高さが高いと
ころで1mより大きく3m以下）の定義と被害の関係を考
慮し、「津波警報又は」を削除する。

・広域連携体制の概念図に「防衛省海上自衛隊横須
賀地方総監部」を追記する。

６-１ 関係者間の情報共有 69 ・関係者間で共有すべき情報として、航路及び港湾施
設に関する情報（航路・港湾施設の被害、使用可否、
復旧状況等）に「供用の見通し」を明記する。

６-２ 機能回復情報の発信 73 ・港湾施設の暫定供用の見通しと優先順位は一般に
は公表しないこととする。
・港湾関係者及び物流・貿易関係者に対しては、伊勢
湾BCP協議会構成機関を通じて、暫定供用の見通しな
ど予定情報を含め情報を発信する。

７-２ 運用体制 77 ・伊勢湾BCP協議会構成機関に「防衛省海上自衛隊横
須賀地方総監部」を追記する。
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◆４-２ 伊勢湾の広域連携体制の設置 （P15）
伊勢湾ＢＣＰの改訂案

13
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◆４-２ 伊勢湾の広域連携体制の設置 （P15）
伊勢湾ＢＣＰの改訂案

図 9 広域連携体制の概念図

名古屋港
管理組合
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中部地方整備局
港湾空港部
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伊勢湾BCP協議会広域連携体制

応急復旧活動の役割を担う
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◆６-１ 関係者間の情報共有 （P69）
伊勢湾ＢＣＰの改訂案
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・各構成機関は、大規模災害時に通信を確保するため、複
数の連絡窓口と通信手段を確保する。
・伊勢湾ＢＣＰ協議会は、通常時に各構成機関の連絡窓口と
通信手段を記載した連絡体制表を作成し共有する。
・広域連携体制は、大規模災害発生後、協議会構成機関に
情報配信を行う体制を速やかに構築する。
・港湾物流機能の回復に的確に取り組むため、中部地方整
備局は、関係機関及び関係者からの復旧状況等の情報を
一元的に集約するとともに、その情報を各関係者に情報提
供し共有するものとする。
・共有すべき情報は以下のとおりとする。

○被災情報
○資機材の調達に関する情報
○航路及び港湾施設に関する情報（航路・港湾施設の

被害、使用可否、復旧状況、供用の見通し等）
○民間事業者のニーズに関する情報等（港湾事業者、

立地企業、荷主等）
・各港の港湾管理者と中部地方整備局の港湾事務所は、表
25 災害報告様式を用いて中部地方整備局の港湾空港部
にメール、FAX等によりこれらの状況を報告する。

◆報告先
港湾防災情報センター
E-Mail：○×○×△@pa.cbr.mlit.go.jp
TEL：052-209-6313 FAX：052-209-6335

図 58 情報共有の考え方

関係者間で共有すべき情報
○被災情報
○資機材の調達に関する情報
○航路及び港湾施設に関する情報
（航路・港湾施設の被害、使用可否、
復旧状況等）

○民間事業者のニーズに関する情報等
（港湾事業者、立地企業、荷主）

関係者
国の機関
港湾管理者

等

広域連携体制
（中部地方整備局）

被災情報等を一元的に集約

情報提供、共有
（メール、FAX等）

名古屋港
四日市港

衣浦港

津松阪港
三河港

尾鷲港



◆６-２ 機能回復情報の発信 （P73）
伊勢湾ＢＣＰの改訂案
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・港湾利用者の貨物輸送需要の回復に的確に対応して港湾
物流機能の回復を図るためには、港湾施設の被災情報状
況及び復旧見通し状況をできる限り速やかに情報提供す
ることが重要である。
・広域連携体制を中心とする関係者間の情報連絡系統を構
築し、発災からすぐに正確な情報発信を行える体制を整え
る。
・中部地方整備局は、関係機関及び関係者からの復旧状況
等の情報を集約し、その情報をポータルサイト等を通じて
各関係者に情報提供し共有するものとする。その際、発信
日時を明示する。
・各港における岸壁の使用可否、暫定供用、復旧等の情報、
船舶の交通制限等の情報については、各港湾管理者及び
各港長等からの発信に加えて、中部地方整備局が伊勢湾
全体の機能回復情報を集約し、第四管区海上保安本部、
港湾管理者と連名で発信するものとする。
・港湾関係者及び物流・貿易関係者に対しては、伊勢湾
BCP協議会構成機関を通じて、暫定供用の見通しなど予
定情報を含め情報を発信する。
・なお、情報発信に際しては、報道機関への情報提供やホー
ムページへの掲載等の方法により、港湾利用者間での情
報の公平性が確保されるように留意する。

図 59 機能回復情報の発信の考え方

港湾関係者
物流・貿易関係者

中部地方整備局
第四管区海上保安本部

港湾管理者
被災状況、復旧情報を集約

情報提供、共有
（メール、FAX等）

名古屋港
四日市港

衣浦港

津松阪港
三河港

尾鷲港

国民・地域住民

情報発信
（HP、記者発表等）

配信・共有する情報（例）

対象

港湾関係者、
物流・貿易関係者

国民・
地域住民

航路啓開情報 暫定供用開始（航路幅・水深） ○ ○

航路啓開進捗、暫定供用見通し ○ －

港湾施設情報 暫定供用開始（岸壁水深・延長、
臨港道路ルート・車線等）

○ ○

啓開進捗、暫定供用見通し ○ －

優先順位 航路啓開の優先順位 ○ －

入港船舶情報 緊急物資輸送船初入港等 ○ ○

道路情報 港湾へのアクセス道路の啓開状況 ○ ○

全国の被災情報 全国の港湾の被災状況、復旧状況 ○ ○
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◆７-２ 運用体制 （P77）
伊勢湾ＢＣＰの改訂案

図 63 伊勢湾BCP協議会及び作業部会

(一社)日本海上起重
技術協会中部支部

(一社)海洋調査
協会

(一社)日本埋立浚
渫協会中部支部

（一財）港湾空港
総合技術センター

中部港湾空港建設
協会連合会

全国浚渫業協会
東海支部 (一社)日本潜水協会

(一社)港湾技術コン
サルタンツ協会

中部地方整備局
港湾空港部以外

名古屋港
管理組合

第四管区
海上保安本部 中部運輸局

中部地方整備局
港湾空港部

（総合調整役）

広域連携体制

応急復旧活動の役割を担う

道路管理者
（国・自治体）

防衛省
陸上自衛隊
第10師団

東海商工会議
所連合会

（一社）中部
経済連合会

石油連盟
及び会員企業

愛知県
(三河港・衣浦港)

四日市港
管理組合

連携

連携 連携

連携

電力・都市
ガス事業者

三重県
（津松阪港・
尾鷲港）

防衛省
海上自衛隊
横須賀地方
総監部

伊勢湾BCP作業部会構成機関
伊勢湾BCP協議会構成機関

物資輸送活動の役割を担う

財務省
名古屋税関

厚生労働省
名古屋検疫所

農林水産省
名古屋植物防疫所

伊勢湾三河湾
タグ協会

(一社)三重県
トラック協会
伊勢三河湾
水先区水先人会

東海内航海運
組合

東海港運協会

(一社)愛知県
トラック協会

日本貨物鉄道
(株)

名古屋臨海鉄道
(株)

名古屋臨海
高速鉄道(株)

（公社）伊勢湾
海難防止協会

全国内航タンカー
海運組合東海支部

中部沿海海運組合

東海北陸
旅客船協会

衣浦臨海鉄道
(株)

貿易手続き関連官庁

運輸・物流関連団体

農林水産省
動物検疫所

外国船舶協会 名古屋海運協会

法務省
名古屋入国管理局



緊急確保航路等航路啓開計画の改訂

改訂箇所 ページ 改訂内容

２-２ 航路啓開の手順と関
係機関の役割
（１）航路啓開の手順

11 ・「図 9 航路啓開の手順と関係機関の役割」のフロー
図を手順書を踏まえて修正する。

２-３ 円滑な作業調整及び
作業許可の迅速化
（２）作業許可申請等の弾力
的かつ臨機応変な手続き

12 ・「図 10 航路啓開の手順」を作業の目的（障害物の把
握、利用水深の確認）を踏まえて修正する。
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◆２-２ 航路啓開の手順と関係機関の役割
（１） 航路啓開の手順 （P11）

緊急確保航路等航路啓開計画の改訂案

19

中部地方整備局

中部運輸局
港湾管理者
（港湾区域内）

第四管区
海上保安本部

災害協定団体

港湾空港部
名古屋港湾事務所

（国有施設・
緊急確保航路）

三河港湾
事務所

（国有施設・
中山水道航路）

四日市港湾
事務所

（国有施設）

（一社）日本埋立浚渫協会中部支部
全国浚渫業協会東海支部

（一社）日本海上起重技術協会中部支部
中部港湾空港建設協会連合会

（一社）日本潜水協会
（一社）海洋調査協会

（一財）港湾空港総合技術センター
（一社）港湾技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会

発災

広域連携体制構築

津波警報・注意報解除

被害状況調査

緊急輸送用岸壁と
必要な作業船団の

検討

優先順位の設定

航
路
啓
開
作
業

災害協定団体
への支援要請

航路啓開方針の
設定

災害協定団体
への出動要請

作業許可申請・
届出

浮遊物の除去
（準備工）

深浅測量
（事前）

潜水調査・
目標物の確認

障害物除去

深浅測量
（確認）

航路の暫定供用
開始の決定・公表

初動（伊勢湾BCP協議会各構成機関の災害対策本部立上げ）

広域連携体制の立上げ 情報連絡員派遣

24時間

発災後
の時間
の目安

12時間

48時間

3日

電気
固定電話
概ね回復

携帯電話
概ね回復

4日

水道
1ヶ月後に
概ね回復

ライフ
ライン
の状況

※津波浸水域で
はさらに時間
を要する。

※中央防災会議
の想定を参考

※地震・津波の
規模や被害に
よって変わる

浮遊物除去の
依頼・要請

浮遊物除去
仮置場確保

深浅測量

深浅測量の
依頼・要請

深浅測量深浅測量 深浅測量

浮遊物除去
仮置場確保

浮遊物除去

深浅測量

浮遊物除去

障害物除去
仮置場確保

障害物除去の
依頼・要請

潜水調査

潜水調査の
依頼・要請

深浅測量

深浅測量の
依頼・要請

深浅測量 深浅測量

利用水深公表

潜水調査 潜水調査

深浅測量 深浅測量

障害物除去
仮置場確保

測量評価

利用水深決定

障害物除去

潜水調査

障害物除去

深浅測量

依頼・要請

依頼・要請

依頼・要請

依頼・要請

依頼・要請

緊急輸送用岸壁の検討

浮遊物除去

障害物除去

潜水調査

作業許可
申請・届出

申請受理
作業許可

事前協議事前協議 事前協議

作業許可
申請・届出

優先順位の決定（広域連携体制にて協議、協議会構成員に通知）

深浅測量

航路啓開・深浅測量
作業担当会社への出動要請

出動要請の受理
（深浅測量担当会社）

出動要請の受理
（作業船団幹事会社）

航路啓開・深浅測量作業
担当会社への出動要請

出動可能な災害協定団
体会員企業と調達可能

な資機材の把握

出動可能な災害協定団体会員企業と調達可能な資機材の把握と報告

情
報
収
集

伊勢湾BCPの発動

被害状況のとりまとめ

被災状況調査 被災状況調査 被災状況調査 被災状況調査 被災状況調査

必要な作業船団の検討

緊急輸送用岸壁の検討

必要な作業船団の検討 必要な作業船団の検討

災害協定団体への
支援要請

調達可能な航路啓開実施体制（作業船団）、深浅測量実施体制の確認

航路啓開方針の設定

航
路
啓
開
作
業
の
監
理

手順書（案）を踏まえ全体的に改訂



◆２-３ 円滑な作業調整及び作業許可の迅速化
（２） 作業許可申請等の弾力的かつ臨機応変な手続き （P12）

緊急確保航路等航路啓開計画の改訂案

図 10 航路啓開の手順

 
 

緊急確保航路等の状況 
・被害状況調査 

（ヘリ等による海上状況・漂流物把握） 

届出書及び許可申請書の簡略
した様式による申請 

（迅速な航路啓開活動を開始するため、 
ＦＡＸ、電話等でも受付ける 
弾力的かつ臨機法変な運用） 

航路啓開作業 
・漂流物除去  
・障害物除去  
・利用水深公表 

    ・水路測量（確認） 

緊急確保航路等の状況 
    ・海底障害物等の状況把握 
   ・深浅測量（事前） 

・潜水探査 

協議 (伊勢湾 BCP 優先順位の設定に基づく) 
緊急確保航路等の優先順位の最終決定 

暫定供用 

航路啓開活動 

発災 
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